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〔旧大名小学校跡地活用事業〕公募要綱等 修正箇所新旧対照表 

平成２９年１２月５日 

 

平成２９年１０月３１日に公表した，旧大名小学校跡地活用事業の公募要綱等からの修正箇所の対照表を以下に示します。 

 

■公募要綱 

該当箇所 修正前 修正後 

P26：第４ ３ ① SPC は会社法に定める株式会社とすること。 SPC は会社法等に基づく法人であること。 

P26：第４ ３ ⑤ 
応募事業者の代表企業は，SPC の筆頭株主とすること。また，応

募事業者の出資比率は，SPC の全議決権株式の 50％を超えること。 

SPC の出資持分は，応募事業者の代表企業の出資比率及び議決権

保有割合が最大となること。また，応募事業者の議決権保有割合の

合計が 50％を超えること。ただし，SPC を会社法に基づく株式会

社以外の法人とする場合で，かつ，事前の市の承諾がある場合はそ

の限りではない。 

P26：第４ ３ ⑥ 

SPC の株式は，事前に市の承諾がある場合を除き，譲渡，担保権

等の設定その他の処分を行うことはできない。なお，応募事業者の

代表企業が株式を譲渡する場合は，第３ ５（８）の判断に準ずる

ものとする。 

SPC の出資持分は，事前に市の承諾がある場合を除き，譲渡，担

保権等の設定その他の処分を行うことはできない。なお，応募事業

者の代表企業が出資持分を譲渡する場合は，第３ ５（８）の判断

に準ずるものとする。 

P26：第４ ３ ⑦ 
SPC の新株の発行は，事前に市の承諾を得ることとし，新株発行

後の株式構成は，上記⑤の要件を満たすことを条件とする。 
SPC の新株発行や増資等については，事前に市の承諾を得ること

とし，出資持分は，上記⑤の要件を満たすことを条件とする。 
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■〈添付資料６〉閲覧・配布資料等一覧 

該当箇所 修正前 修正後 

P1：２ 配布資料  

番号 資料の名称 

2-1 大名二丁目地区地区計画における容積率の評価について 

2-2 南校舎耐震診断報告書 

2-3 南校舎耐震補強図 

2-4 福岡市公民館・老人いこいの家設計要領（建築・機械・電気） 

2-5 福岡市における保育の現状について 

2-6 [大名中間換気所]地下鉄換気塔移設条件について 

2-7 福岡市高速鉄道 1 号線及び 2 号線土木構造物設計仕様書 

2-8 福岡市高速鉄道土木実施基準 

2-9 福岡市高速鉄道地下工事標準仕様書 

2-10 福岡市高速鉄道しゅん工図書作成要領 
 

 

番号 資料の名称 

2-1 大名二丁目地区地区計画における容積率の評価について 

2-2 南校舎耐震診断報告書 

2-3 南校舎耐震補強図 

2-4 福岡市公民館・老人いこいの家設計要領（建築・機械・電気） 

2-5 福岡市における保育の現状について 

2-6 [大名中間換気所]地下鉄換気塔移設条件について 

2-7 福岡市高速鉄道 1 号線及び 2 号線土木構造物設計仕様書 

2-8 福岡市高速鉄道土木実施基準 

2-9 福岡市高速鉄道地下工事標準仕様書 

2-10 福岡市高速鉄道しゅん工図書作成要領 

2-11 旧大名小学校跡地測量図（南校舎等の位置情報）及び敷地高低図 

2-12 旧大名小学校跡地内ボーリング柱状図 

2-13 旧大名小学校跡地内既設井戸位置図 
 

 


